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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
第
四
十
二
条

の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

医
療
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規

第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政

令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
社
会
医
療
法
人
に
係

令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
社
会
医
療
法
人
に
係

る
認
定
の
申
請
（
以
下
「
申
請
」
と
い
う
。
）
又
は
社
会
医
療
法
人
に
よ
る

る
認
定
の
申
請
又
は
社
会
医
療
法
人
に
よ
る
医
療
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の

医
療
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
書
類
の
届
出
に
お
け
る
同
法

規
定
に
基
づ
く
書
類
の
届
出
に
お
け
る
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
実
績
に
令
和
二
年
二
月
か

号
ハ
に
規
定
す
る
実
績
に
令
和
二
年
二
月
か
ら
令
和
四
年
三
月
ま
で
の
月
の

ら
令
和
四
年
三
月
ま
で
の
月
の
分
の
実
績
を
含
む
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一

分
の
実
績
を
含
む
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
第
三
号
中
「
七
・
五
」
と
あ

条
第
三
号
中
「
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の

る
の
は
「
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

要
請
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令

ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世

和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に

界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報

伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で

告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
生
又
は
ま
ん
延

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
発
生
又
は
ま
ん
延
に
起
因
す
る
も
の
に
限
る
。
以

に
起
因
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
休
業
し
た
日
数
に
〇

下
同
じ
。
）
を
受
け
て
休
業
し
た
日
数
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
三

・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
を
七
・
五
か
ら
控
除
し
た

で
除
し
て
得
た
数
を
七
・
五
か
ら
控
除
し
た
数
」
と
、
同
号
ロ
中
「
七
百
五

数
」
と
、
同
号
ロ
中
「
七
百
五
十
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
値
（
別
表
一

十
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
値
（
別
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
月
数
の
区
分

の
上
欄
に
掲
げ
る
月
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
月

と
別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
月
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
を
合
計
し
た
数
（

掲
げ
る
数
と
を
合
計
し
た
数
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け

国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
休
業
し
た
日
が
あ
る
場
合
に

て
休
業
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
休
業
し
た
日
数
に
二
を
乗
じ
て
得

は
、
当
該
休
業
し
た
日
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
を

た
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
を
加
算
し
た
数
）
を
七
百
五
十
か
ら
控
除
し
た

加
算
し
た
数
）
を
七
百
五
十
か
ら
控
除
し
た
数
（
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の

数
（
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
以
上
で
あ

る
。
）
を
い
う
。
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年

り
、
か
つ
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
会
計

度
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
会
計
年
度
に
お
け
る
夜
間
等
救
急
自
動
車
等
搬
送

年
度
に
お
け
る
夜
間
等
救
急
自
動
車
等
搬
送
件
数
が
七
百
五
十
以
上
」
と
、

件
数
が
七
百
五
十
以
上
」
と
、
第
二
条
第
三
号
イ
及
び
第
三
条
第
三
号
イ
中

第
二
条
第
三
号
イ
中
「
六
百
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
値
（
別
表
三
の
上

「
六
百
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
値
（
別
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
月
数
の

欄
に
掲
げ
る
月
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
別
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区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
別
表
四
の
上
欄
に
掲
げ

表
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
月
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
月
数
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
を
合
計
し
た

る
数
と
を
合
計
し
た
数
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
休

数
（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
休
業
し
た
日
が
あ
る
場

業
し
た
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
休
業
し
た
日
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数

合
に
は
、
当
該
休
業
し
た
日
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
三
で
除
し
て
得
た

を
三
で
除
し
て
得
た
数
を
加
算
し
た
数
）
を
六
百
か
ら
控
除
し
た
数
（
小
数

数
を
加
算
し
た
数
）
を
六
百
か
ら
控
除
し
た
数
（
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の

点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
い
う
。
）
以
上
で
あ

い
う
。
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
の
う
ち

り
、
か
つ
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
会
計

少
な
く
と
も
一
会
計
年
度
に
お
け
る
夜
間
等
救
急
自
動
車
等
搬
送
件
数
が
六

年
度
に
お
け
る
夜
間
等
救
急
自
動
車
等
搬
送
件
数
が
六
百
以
上
」
と
、
第
四

百
以
上
」
と
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
派
遣
日
数
を
除
く
。
）
が
五

条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
派
遣
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
」
と
あ
る
の

十
三
日
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
か
ら
国
又
は

は
「
派
遣
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
医
師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

の
要
請
を
受
け
て
医
師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該

か
っ
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月
当
た
り
四
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月

日
数
が
一
月
当
た
り
四
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
四
日
）

に
つ
い
て
は
四
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
「
診
療
日
数
を
除
く
。
）
が

を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
「
診
療
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
」
と
あ
る

五
十
三
日
」
と
あ
る
の
は
「
診
療
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
か
ら
国
又

の
は
「
診
療
日
数
を
除
く
。
）
が
五
十
三
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か

は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
巡
回
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

ら
の
要
請
を
受
け
て
巡
回
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該

か
っ
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月
当
た
り
四
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月

日
数
が
一
月
当
た
り
四
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
四
日
）

に
つ
い
て
は
四
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
同
号
ロ
中
「
二
百
九
日
」
と

を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
同
号
ロ
中
「
二
百
九
日
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
九

あ
る
の
は
「
二
百
九
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て

日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
休
業
し
た
日
数
（
当

休
業
し
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月
当
た
り
十
七
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当

該
日
数
が
一
月
当
た
り
十
七
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
十

該
月
に
つ
い
て
は
十
七
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
同
条
第
二
項
第
三
号

七
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
同
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
百
六
日
」
と

イ
中
「
百
六
日
」
と
あ
る
の
は
「
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら

あ
る
の
は
「
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
医

の
要
請
を
受
け
て
医
師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該

師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月
当
た
り

日
数
が
一
月
当
た
り
九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
九
日
）

九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
九
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」

を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
同
号
ロ
中
「
派
遣
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
」

と
、
同
号
ロ
中
「
派
遣
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣

と
あ
る
の
は
「
派
遣
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団

日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受

体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
医
師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数

け
て
医
師
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月

（
当
該
日
数
が
一
月
当
た
り
九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は

当
た
り
九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
九
日
）
を
控
除
し
た

九
日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
、
「
診
療
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
」
と

日
数
」
と
、
「
診
療
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
診
療

あ
る
の
は
、
「
診
療
日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団

日
数
に
限
る
。
）
が
百
六
日
か
ら
国
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
請
を
受

体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
巡
回
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（

け
て
巡
回
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
（
当
該
日
数
が
一
月
当

当
該
日
数
が
一
月
当
た
り
九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
九

た
り
九
日
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
九
日
）
を
控
除
し
た
日

日
）
を
控
除
し
た
日
数
」
と
す
る
。
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数
」
と
す
る
。

（
救
急
医
療
に
係
る
基
準
）

（
救
急
医
療
に
係
る
基
準
）

第
一
条

医
療
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号

第
一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

イ
に
掲
げ
る
救
急
医
療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法

。
）
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
救
急
医
療
の
確
保
に
必
要

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応

る
。

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
業
務
の
実
績

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

当
該
業
務
の
実
績

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
精
神
科
救
急
医
療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う

た
だ
し
、
精
神
科
救
急
医
療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
を
行
う

病
院
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
に
お
い
て
当
該
病

病
院
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
に
お
い
て
当
該
病

院
が
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
（
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
午
前
六

院
が
表
示
す
る
診
療
時
間
以
外
の
時
間
（
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
午
前
六

時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
休
日
を
除
く
。
）
、
休
日
（

時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
休
日
を
除
く
。
）
、
休
日
（

深
夜
を
除
く
。
）
又
は
深
夜
（
以
下
「
診
療
時
間
外
等
」
と
い
う
。
）
に

深
夜
を
除
く
。
）
又
は
深
夜
（
以
下
「
診
療
時
間
外
等
」
と
い
う
。
）
に

精
神
疾
患
に
係
る
診
療
を
行
っ
た
件
数
（
電
話
等
に
よ
る
再
診
の
件
数
を

精
神
疾
患
に
係
る
診
療
を
行
っ
た
件
数
（
電
話
等
に
よ
る
再
診
の
件
数
を

除
く
。
）
が
、
そ
の
所
在
地
の
属
す
る
精
神
科
救
急
医
療
圏
（
都
道
府
県

除
く
。
）
が
、
そ
の
所
在
地
の
属
す
る
精
神
科
救
急
医
療
圏
（
都
道
府
県

が
精
神
科
救
急
医
療
の
整
備
を
図
る
べ
き
地
域
的
単
位
と
し
て
設
定
し
た

が
精
神
科
救
急
医
療
の
整
備
を
図
る
べ
き
地
域
的
単
位
と
し
て
設
定
し
た

区
域
を
い
う
。
）
内
の
人
口
を
一
万
で
除
し
て
得
た
数
に
七
・
五
を
乗
じ

区
域
を
い
う
。
）
内
の
人
口
を
一
万
で
除
し
て
得
た
数
に
七
・
五
を
乗
じ

て
得
た
数
（
そ
の
数
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

て
得
た
数
（
そ
の
数
に
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
に
お
け
る
初
診
料
（
診
療
報
酬
の

イ

当
該
会
計
年
度
の
前
三
会
計
年
度
に
お
け
る
初
診
料
（
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下
「
診

算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下
「
診

療
報
酬
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
０
０
０
に
掲
げ
る

療
報
酬
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
０
０
０
に
掲
げ
る

初
診
料
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
算
定
さ
れ
た
件
数

初
診
料
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
算
定
さ
れ
た
件
数

に
占
め
る
診
療
時
間
外
等
に
お
い
て
初
診
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
さ
れ

に
占
め
る
診
療
時
間
外
等
に
お
い
て
初
診
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
さ
れ

る
当
該
加
算
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
加
算
の
件
数
の
割
合
（
以
下
「
時

る
当
該
加
算
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
加
算
の
件
数
の
割
合
（
次
条
第
三

間
外
等
加
算
割
合
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
二
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

号
イ
に
お
い
て
「
時
間
外
等
加
算
割
合
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
二
十

以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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（
災
害
時
に
お
け
る
医
療
に
係
る
基
準
）

（
災
害
時
に
お
け
る
医
療
に
係
る
基
準
）

第
二
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
災
害
時
に
お
け
る
医

第
二
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
災
害
時
に
お
け
る
医

療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第

療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
業
務
を
行
う
た
め
の
体
制

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

二

当
該
業
務
を
行
う
た
め
の
体
制

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
三
十
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
・
感
染
症
医
療

ハ

厚
生
労
働
省
に
登
録
さ
れ
た
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
を
有
す
る
こ
と

業
務
従
事
者
（
以
下
「
災
害
・
感
染
症
医
療
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。

。

）
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
以
下
「
災
害
派
遣
医

療
チ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
を
有
し
、
法
第
三
十
条
の
十
二
の
六
第
一
項

に
規
定
す
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
業
務
の
実
績

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

三

当
該
業
務
の
実
績

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
勤
務
す
る

ロ

当
該
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
都
道
府
県
が
行
う
防
災
訓

職
員
が
、
都
道
府
県
が
行
う
防
災
訓
練
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
参

練
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
。

加
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
新
興
感
染
症
発
生
・
ま
ん
延
時
に
お
け
る
医
療
に
係
る
基
準
）

第
三
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
そ
の
ま
ん
延
に
よ
り

（
新
設
）

国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
感
染
症
が

ま
ん
延
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
医
療
（
以
下
「
新
興

感
染
症
発
生
・
ま
ん
延
時
に
お
け
る
医
療
」
と
い
う
。
）
の
確
保
に
必
要
な

事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
業
務
を
行
う
病
院
の
構
造
設
備

当
該
病
院
が
発
熱
患
者
等
専
用

の
診
察
室
、
酸
素
投
与
及
び
呼
吸
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
可
能
な
病
床
そ
の
他
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の
新
興
感
染
症
発
生
・
ま
ん
延
時
に
お
け
る
医
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な

施
設
、
設
備
及
び
物
資
を
有
す
る
こ
と
（
こ
れ
ら
の
施
設
及
び
設
備
の
う

ち
申
請
時
に
有
し
て
い
な
い
施
設
又
は
設
備
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
以
下
「
医
療
措
置
協
定
」
と

い
う
。
）
を
締
結
し
た
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
当
該
病
院
の
所

在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
期
間
内
に
当
該
施
設
又
は
設
備

に
つ
い
て
整
備
す
る
計
画
を
作
成
し
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
当
該
計
画

を
適
当
と
認
め
た
と
き
を
含
む
。
）
。

二

当
該
業
務
を
行
う
た
め
の
体
制

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
こ
と
。

イ

感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
協
定
等
措
置

の
う
ち
、
次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
医
療
措

置
協
定
を
締
結
し
、
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
が
定
め
る
医
療

計
画
に
お
い
て
当
該
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
提
供
施
設
と
し

て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑴

感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
（
次

の

及
び

に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）

（ⅰ）

（ⅱ）

当
該
措
置
の
実
施
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
が
あ
っ
た
日

（ⅰ）
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
確
保
す
る
病
床
数
が
三
十
床
以
上

（ⅱ）
で
あ
る
こ
と
。

⑵

感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
（
次

の

及
び

に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）

（ⅰ）

（ⅱ）

当
該
措
置
の
実
施
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
が
あ
っ
た
日

（ⅰ）
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
日
当
た
り
二
十
人
以
上
の
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定

（ⅱ）
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
次
号
ロ
⑴
に
お
い
て
「

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
同
条

第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
（
同
号
ロ
⑴
に
お
い
て
「
指
定
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感
染
症
」
と
い
う
。
）
の
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症
に

か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
又
は
同

条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
（
以
下
こ
の

及
び
同
号
ロ
⑴

（ⅱ）

に
お
い
て
「
新
感
染
症
」
と
い
う
。
）
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
わ

れ
る
者
若
し
く
は
当
該
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足

り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
の
診
療
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

救
急
患
者
に
対
し
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
常
に
確
保
し
て
い
る
こ

と
。

ハ

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
若
し
く
は
災
害
・
感
染
症
医
療
業
務
従
事
者

に
よ
り
組
織
さ
れ
た
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
又
は
災
害
・
感
染
症

医
療
業
務
従
事
者
で
あ
る
災
害
支
援
ナ
ー
ス
を
有
し
、
法
第
三
十
条
の

十
二
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
及
び
感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
二

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
医
療
措
置
協
定
を

締
結
し
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
業
務
の
実
績

当
該
病
院
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

時
間
外
等
加
算
割
合
が
百
分
の
十
六
以
上
又
は
夜
間
等
救
急
自
動
車

等
搬
送
件
数
を
三
で
除
し
て
得
た
数
が
六
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
勤
務
す
る

職
員
が
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
訓
練
又
は
研
修
に
参
加
し
て
い
る

こ
と
。

⑴

当
該
病
院
が
行
う
新
興
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染

症
、
指
定
感
染
症
又
は
新
感
染
症
を
い
う
。
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
対
応
に
係
る
訓
練
又
は
研
修

⑵

外
部
の
機
関
が
行
う
新
興
感
染
症
の
対
応
に
係
る
訓
練
又
は
研
修

ハ

感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
こ

と
が
な
い
こ
と
。

（
へ
き
地
の
医
療
に
係
る
基
準
）

（
へ
き
地
の
医
療
に
係
る
基
準
）

第
四
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
へ
き
地
の
医
療
の
確

第
三
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
へ
き
地
の
医
療
の
確

保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第

保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
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事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

当
該
業
務
を
行
う
病
院
か
ら
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
医
療

２

当
該
業
務
を
行
う
病
院
か
ら
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
医
療

拠
点
病
院
に
医
師
を
派
遣
し
、
か
つ
、
当
該
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
か
ら
当

拠
点
病
院
に
医
師
を
派
遣
し
、
か
つ
、
当
該
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
か
ら
当

該
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
診
療
所
に
医
師
を
派
遣
し
、
又
は
当
該
へ
き
地
医

該
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
診
療
所
に
医
師
を
派
遣
し
、
又
は
当
該
へ
き
地
医

療
拠
点
病
院
が
当
該
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
に
お
け
る
巡
回
診
療
を
行
う
場

療
拠
点
病
院
が
当
該
都
道
府
県
内
の
へ
き
地
に
お
け
る
巡
回
診
療
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
へ
き
地
の

合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
へ
き
地
の

医
療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二

医
療
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
前
項
の
基

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
前
項
の
基

準
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

準
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
周
産
期
医
療
に
係
る
基
準
）

（
周
産
期
医
療
に
係
る
基
準
）

第
五
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
周
産
期
医
療
の
確
保

第
四
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
周
産
期
医
療
の
確
保

に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五

に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
小
児
医
療
に
係
る
基
準
）

（
小
児
医
療
に
係
る
基
準
）

第
六
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
小
児
医
療
（
小
児
救

第
五
条

法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
小
児
医
療
（
小
児
救

急
医
療
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ

急
医
療
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
に
必
要
な
事
業
に
係
る
業
務
に
つ

い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

い
て
の
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


